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定期・行政監査結果について（報告） 

 

地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定に基づく定期・行政

監査を所沢市監査基準に準拠して実施したので、同条第９項の規定に

より、その結果について報告書を提出します。 
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第１ 監査の種類 

  定期・行政監査（学校監査） 

 

第２ 監査の対象 

小学校（所沢・南・北・和田・山口・椿峰・林・宮前） 

中学校（東・安松・柳瀬・小手指) 

 

第３ 監査の目的 

  定期・行政監査の一環として、学校における財務に関する事務の

執行及びその他の事務の執行が法令に適合しているか、また、施設

及び物品等が適正に管理されているかを監査する。 

 

第４ 監査の主な着眼点 

 １ 補助金の交付に関する手続及び請求書、領収書等の証拠書類

の保管は適正に行われているか。 

２ 学校施設の維持管理、目的外使用許可等は適正に行われてい

るか。 

３ 備品、劇物及び刃物等の管理は適正に行われているか。 

４ 施設の安全対策、危機管理体制等は適正に行われているか。 

 

第５ 監査の実施内容 

１ 監査の期間 

令和３年１０月５日から令和３年１２月２８日まで 

２ 監査の範囲 

（１）令和２年度及び令和３年４月１日から実査日当日までの学 

習材料費の父母負担軽減補助金、芸術鑑賞会補助金の財務に

関する事務及びその他の事務事業の執行状況 

（２）施設及び物品の管理状況 
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３ 監査の手続 

   小学校は、学習材料費の父母負担軽減補助金及び芸術鑑賞会

補助金、中学校は、学習材料費の父母負担軽減補助金について、

それぞれの財務事務の執行に係る関係帳簿、証拠書類などを調

査した。 

また、施設及び物品の管理状況について令和３年１１月４日、

９日に実査による検証確認を実施した。 

 

第６ 監査の結果 

財務に関する事務及び施設・物品の管理状況は、おおむね適正に

執行されているものと認められた。 

今回の監査の結果を踏まえ、児童・生徒の健全な育成と安全・安

心な学校の管理運営に、より一層努力されるよう望むものである。 

なお、注意事項については、速やかに対応のうえ、所定の様式で

処理経過及び結果を報告されたい。 

 

 １ 注意事項  

（１）安全（施設）点検簿について 

安全（施設）点検簿に管理者の確認印が押されていないものが 

  見受けられたので、適正に処理されたい。 

〔所沢小学校〕 

 

（２）刃物類の管理について 

刃物類について、管理台帳未記載（家庭科室：ピンキングばさ 

み）、未収納（木工金工準備室：両手金切ばさみ）のものが見ら 

れたので、適正に管理されたい。 

〔東中学校〕 
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（３）薬品使用簿について 

授業で使用した薬品の使用簿への記載漏れがあったので、 

適正に処理されたい。 

〔小手指中学校〕 

 

 

 

 

 

 

 


